
「北海道犯罪被害を考える日」関連事業 

 

 

 

 
 

道では、平成３０年３月に「北海道犯罪被害者等支援条例」を制定し、国の「犯罪被害者 
月間」の期間中である１１月２５日を「北海道犯罪被害を考える日」と定めています。 

この日の関連事業として、北海道弁護士会連合会と共催で「犯罪被害者のための無料相談会」 

を次のとおり実施します。 
各弁護士会所属の弁護士が犯罪被害者ご本人、そのご家族の犯罪被害に関する法律相談に 

応じます。 

                                                       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

主催：北海道・北海道弁護士会連合会 

【お問い合わせ先】                       ≪裏面もご覧ください≫ 

北海道環境生活部くらし安全局道民生活課人権施策係 TEL:011-231-4111（内線）24-1７6 

 

函館会場 

相談場所 函館弁護士会所属の相談担当弁護

士の事務所（函館市及びその近郊） 

予 約 受 付  令和７年（2025 年）11 月２５日（火） 

  ～ 12 月５日（金） 

予 約 先 函館弁護士会 

０１３８－４１－０２３２ 

犯罪被害者のための無料相談会
 

★相談日時  令和７年（２０２５年）11 月２５日（火）～12 月５日（金） 

       （相談申込受付後、相談担当者から連絡・日程調整します。） 

★予約受付 9:00～17:00  平日のみ ※事前予約制 

 
 

相談場所 旭川弁護士会所属の相談担当弁護 

士の事務所（旭川市及びその近郊） 

予 約 受 付 令和７年（2025 年）11 月２５日（火） 

～ 12 月５日（金） 

予 約 先 旭川弁護士会 

         ０１６６－５１－９５２７ 

 

相談場所 釧路弁護士会所属の相談担当弁護

士の事務所（帯広市及びその近郊） 

予 約 受 付 令和７年（2025 年）11 月２５日（火） 

 ～ 12 月５日（金） 

※12：00～13：00 は受付時間外 

予 約 先 釧路弁護士会帯広会館 

     ０１５５－６６－４８７７ 

 

 

相談場所 釧路弁護士会所属の相談担当弁護 

士の事務所（釧路市及びその近郊） 

予 約 受 付 令和７年（2025 年）11 月２５日（火） 

～ 12 月５日（金） 

予 約 先 釧路弁護士会 

         ０１５４－４１－０２１４ 

旭川会場 

帯広会場 釧路会場 



札幌弁護士会犯罪被害者支援委員会では、犯罪被害に遭われた方々に対する無料電

話相談を行っています。 

 

             ０１１－２５１－７８２２ 

 

           相談料は無料です。 

※内容によっては、面接相談（初回無料）を行っています。 

 

 

 

                   毎週月曜日（祝日は除く。） 

午前１０時３０分～午後０時３０分 

毎週水曜日（祝日は除く。） 

午後５時～午後７時 

 

          詳しくは、札幌弁護士会のＨＰを 

ご覧ください。 

 

「犯罪被害者問題Ｑ＆Ａ」  

                               http://www.satsuben.or.jp/faq/crime/crime.html 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

電 話 番 号 

主催：北海道弁護士会連合会 

日    時 

そ の 他 


